
特許庁デジタル戦略202Xを踏まえ、利便性向上や開発コスト低減につなげるため、
WIPO国際事務局が提供する「ePCT」の活⽤に向けたプロジェクトを進⾏中。
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経緯・⽬的

DAS（優先権証明書デジタ
ルアクセスサービス）

オンライン発送

Webベースでの出願

ePCT活⽤のメリットと特許庁での検討・導⼊状況

主要な発送書類について、現在の紙発送に代えてePCTでのオン
ライン発送を実現すべく準備中。
※既に、国際調査報告（ISR）、国際調査機関の⾒解書（WOSA）等について、
アクセス権設定後、ePCTでの閲覧・ダウンロードが可能。

既に、ePCTを通じたアクセスコードの付与及び閲覧が可能。
※2025年4⽉以降にRO/JPにオンライン出願されたPCT国際出願が対象。

2028年1⽉頃から、 RO/JP向けのPCT国際出願、中間書類の提
出を可能とすべく、WIPOと協⼒のうえ準備中。
※現⾏の出願ソフトとの並⾏稼働後、適切な時期にePCTへの⼀本化を予定。

今後の周知予定等
・ウェビナー（第1回ePCTウェビナー（5/19）資料／アーカイブ公開予定。今後も順次開催予定。）
・スケジュール等の詳細については、ePCTの利⽤拡⼤に関するJPOウェブページ等でご案内予定。
・お問い合わせ先︓特許庁ePCTプロジェクト（https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tetuzuki/epct.html）

⽇本国特許庁におけるePCT導⼊について



2

現時点でご利⽤頂けるePCT機能のご紹介

現時点では、⽇本国特許庁（JPO）に対して、ePCTを通じてPCT国際出願や中間書類を提出することは
できません。

将来的にはJPOへの提出も可能とすることを検討しておりますので、この機会にePCTの始め⽅や操作⽅
法をご覧いただき、国際事務局（IB）への書類提出などをぜひお試しください。



1. ePCTとは
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 申請⼈・受理官庁(RO)・国際事務局(IB)・国際調査機関(ISA)・国際予備審査
機関(IPEA)間のPCT⼿続きをインターネット上で⾏うためのサービス
 ePCTの利⽤により、PCT⼿続きの窓⼝を⼀本化することが可能
申請⼈は、特定の国際出願の書誌情報や発⾏された書類の閲覧ができ、

各種期限の⾃動通知の受取りや、企業内・事務所内での案件管理が可能

ISA, IPEA(*)

RO

ISA, 
IPEA

IB

従来の⼿続き
→⼿続によって窓⼝が異なる

ePCT による⼿続き
→窓⼝をePCTに⼀本化

申請⼈

RO(*)

申請⼈
(*) ⼀部官庁のみ。
⽇本国特許庁は未対応(2026年5⽉時点)

ePCT

IB



２. ePCTへのアクセス⽅法

特許庁 4

ePCTへのログインは以下のURLから可能（または検索エンジンで「ePCT」と検索）
https://pct.wipo.int/ePCT/

⾔語切替ボタン
10⾔語対応)

サポートページ

WIPOユーザアカウント
作成画⾯へ



ePCT

３. ePCT利⽤のための認証⽅法

特許庁 5

 利⽤する機能により、最⼤３段階の認証⽅法が存在
認証1 WIPOユーザアカウント：ユーザ名とパスワードによる認証
認証2 ⾼度な認証：プッシュ通知 or ワンタイムパスワードによる認証
認証3 アクセス権：特定のPCT国際出願へのアクセス権による認証

申請⼈

認証１：WIPOアカウントの作成

インターネット上から利⽤

認証２︓ ⾼度な認証⽅法の設定
（プッシュ通知もしくはワンタイムパスワードによる認証）

①中間書類の提出が
できる

①に加え、
②ePCT出願ができる

①及び②に加え、
③PCT国際出願情報の閲覧や管理ができる

認証３︓ アクセス権の設定



４. ePCT認証１︓WIPOアカウントの作成

・⼿順3︓登録したメールアドレスに送信される確認メール中のリンク先からアカウントの認証を⾏う
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 以下の３つの⼿順だけでアカウント作成可能
・⼿順1︓ePCTポータルで「WIPOユーザアカウントを作成」をクリックする

・⼿順2︓必要情報（⽒名・メールアドレス・パスワード等）を⼊⼒する



５. ePCT認証２︓⾼度な認証⽅法の設定
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 WIPOアカウント取得後に以下の⼿順で設定を⾏う
「認証⽅法を設定」ページに移動する

ユーザ名とパスワードを⼊⼒し
「ログイン」を選択

「認証⽅法の設定」を選択

「同意する」を選択

※以降の⼿順は、利⽤する認証⽅法によっ
て異なります。詳細はePCT活⽤ガイドを
参照してください。

「認証⽅法を設定」を選択
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 PCT出願時にアクセス権を取得するためには、予め「カスタマーID」と
「アクセス権コード」の取得が必要

①「アクセス権コードの
⽣成」をクリック

②「コードを⽣成」を
クリック

③「カスタマーID」と「アクセス権コード」が⽣成される
※カスタマーIDは、WIPOユーザアカウントに紐づいており、毎回
新しいものは⽣成されません。ご⾃⾝のカスタマーIDは、WIPO
ユーザアカウント情報からも確認できます。

６. ePCT認証３︓アクセス権の設定 ※インターネット出願ソフトで国際出願する前に設定する⽅法を紹介
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 PCT国際出願後、国際事務局が出願書類を受領すると⾃動で当該出願に
対するアクセス権がePCTアカウントユーザに付与される

④「送信ファイル作成」をクリック

⑤「出願時にアクセス権を取得する」を選
択し、事前に取得した「カスタマーID」と
「アクセス権コード」を⼊⼒（完了）

６. ePCT認証３︓アクセス権の設定 ※インターネット出願ソフトで国際出願する前に設定する⽅法を紹介
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WIPOアカウント作成時に登録したメールアドレス（アカウントアドレス）宛てに届く通知の種類は、
「通知」タブ（ベルマーク）の「通知⽅法の設定」で確認することができ、受け取る通知
の種類を選択することも可能

７. ePCTからのお知らせ（アカウントアドレス宛て）



７. ePCTからのお知らせ（アカウントアドレス宛て）
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新規書類の処理が完了した旨のePCT通知
送信元︓epct-noreply@wipo.int
件名︓ePCT通知ｰ新しい書類の処理/様式の発⾏が完了しましたｰ(出願番号）

※「通知」タブ（ベルマーク）の「通知⽅法の設定」で受け取る通知の種類
として選択していて、アクセス権を設定している場合に、アカウントアドレ
ス宛てに届く



８. 電⼦メール通知（願書アドレス宛て）
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願書に記載した⼿続者のメールアドレス（願書アドレス）宛てに届く通知
※WIPOアカウントの有無にかかわらず、送信される

①IBが発⾏する書類（PCT/IB/301等） ②DASアクセスコード通知

※インターネット出願ソフトで出願されたPCT国際出願には、
IBが発⾏する書類のPDFがメールに添付されて、願書アドレスに届く

※インターネット出願ソフトで出願されたPCT国際出願は、
DASシステム及びePCTシステムに出願時の認証謄本が格納さ
れ、アクセスコードが願書アドレスに届く



９. ePCTヘルプデスク
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 ePCTの利⽤⽅法等に関する問合せ先 (ePCTヘルプデスク)
 Tel: +41-22-338-95-23 (英語 ※）
• 受付時間︓WIPO開庁⽇のAM 9:00 〜 PM 6:00 （中央ヨーロッパ時間）
※ ⽇本語での問合せをご希望の場合は、その旨をお伝えください。

 e-mail: pct.eservices@wipo.int（⽇本語可）
 ePCT User Guide FAQs（英語）

https://www.wipo.int/en/web/ipportal-support/epct-user-guide/faq

【注意】
⽇本国特許庁(RO/JP)の出願ソフト等に関する問い合わせはePCTヘルプデスクでは対応できませ
ん。電⼦出願ソフトサポートサイト(https://www.pcinfo.jpo.go.jp/)へお問い合わせください。



10. 参考情報
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 ePCT利⽤に際しては、中間書類の提出⽅法な
ど、より詳細が記載されている活⽤ガイドも
ぜひご参照ください。

https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/t
etuzuki/document/epct/epct_guide.pdf

 ⽇本国特許庁におけるePCT導⼊についてのお問い合わせ先︓特許庁ePCTプロジェクト
https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tetuzuki/epct.html


